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  各  位 

会 社 名   ＭＩＣＳ化学株 式会社  

代 表 者 名   代表取締役社長 大塚茂樹 

（コード番号 ７８９９） 

問合せ先責任者   取締役管理部長 原川剛一郎 

（ＴＥＬ ０５６１－３９－１２１１） 

 

監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の 

一部改訂に関するお知らせ 

 

 当社は、2021 年 11 月 12 日付で「監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら

せ」で開示しましたとおり、本日開催の臨時株主総会の承認に基づき、監査等委員会

設置会社に移行いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統

制システムの基本方針」について、下記のとおり一部改訂することを決議いたしま

したので、お知らせいたします。なお、改訂後の内容のみ掲載しております。 

 

記 

 

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

①取締役及び使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行

い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、

企業倫理・法令遵守を社内に徹底する。 

②取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い法令及び定款に定められた事項並

びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行

状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。 

③取締役の業務執行が法令・定款及び定められた規定に違反することなく適正

に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。 

④「社員全員によるＣＳＲ活動の推進について」の資料及び「ＣＳＲハンドブッ

ク」を作成し、全社員に配布するとともに、会議等においても繰返し説明、法

令と社会規範遵守についての教育・啓蒙活動を実施する。 

⑤内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従って監査を実施する。 

⑥取締役及び使用人が法令、定款に違反する行為を発見した場合、社内通報制度

に従い報告する。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、

適切に保存・管理を実施し、情報種別に応じて適切な保存期間を「文書保存期

間一覧表」に定め、期間中は閲覧可能な状態を維持するものとする。 

②情報の取扱いについては「情報管理規程」、「個人情報管理規程」等に基づき厳



正に取扱うこととする。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社リスクに関する統括責任者として担当取締役を置き、当社全体のリスク

を網羅的・総括的に管理する。 

②当社の業務遂行に関するリスクは、取締役がその担当業務のリスク管理を行

う。 

③事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、経営会

議等で審議し、リスク管理を行う。 

④環境については、ISO14001 に基づき、その関連諸規程を遵守する。 

⑤内部監査室は各種規程やマニュアルに沿って、関連部門と連携し、各部署の日

常的なリスク管理状況の監査を実施する。 

⑥有事の対応として、天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合

は、「緊急事態対応手順」、並びに「ＣＳＲハンドブック」や「地震災害時の行

動ルール」の冊子等に従い、対応を行う。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 取締役相互の情報の共有化及び個別経営課題の協議の場として、取締役等が

参加する経営会議を毎週１回開催することにより、取締役会における意思決定

に当たっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供される体制とする。 

（５）当社及び子会社並びに関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制 

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

 子会社の業績の状況は、子会社の役員が、定期的に当社が各部署の業務状況

を把握する場として毎月開催する運営会議で報告し、企業集団として業務の

適正を確保できる体制とする。 

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等については、当社の管理

担当取締役が統括管理し、リスクマネジメントを行う。 

③子会社の取締役等の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 子会社における経営上の重要事項については、「子会社管理規程」に基づき

協議し、承認する。また、業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応及びリ

スク管理等について、定期的に意見交換や情報交換を行う。 

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制 

 法令及び定款に適合することを確保するための内部監査については、当社

の内部監査室が、定期的な内部監査の対象とする。 

⑤その他の当社及び子会社並びに関係会社からなる企業集団における業務の適

正を確保するための体制 

 当社グループ会社は、関係会社との連携・情報共有を保ちつつ、会社の規模、

事業の性質、機関の設計等を踏まえ自律的に内部統制システムを整備するこ

とを基本とする。なお、主要な関係会社とは、業務執行の状況や重要な経営課

題等について情報共有を行う。 

（６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合



における当該使用人に関する体制 

 監査等委員会が職務執行のために補助を求めた場合、監査等委員会の見解を

尊重してこれを決定し、取締役及び使用人の人事発令等を速やかに行う。 

（７）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（当該取締役及

び監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに指示の実

効性の確保に関する事項 

 前項により配置される取締役及び使用人の独立性を確保するため、当該取締

役及び使用人の人事考課、人事異動等に関しては代表取締役が監査等委員会の

同意を得たうえで決定する。また、監査等委員より監査業務に必要な命令を受け

た取締役及び使用人は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を

除く。）及び所属長の指揮命令を受けないものとする。 

（８）当社及び子会社の取締役並びに使用人が監査等委員会に報告するための体制

その他の監査等委員会への報告に関する体制 

①監査等委員は、重要な意思決定の過程及び取締役の職務執行状況を把握する

ため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、意見を述べることができ

る。 

②取締役及び子会社の取締役は、主な業務の執行状況について、適宜適切に報告

するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した時は直ち

に監査等委員会に報告を実施する。監査等委員会はいつでも、取締役及び使用

人、子会社の取締役等に対して報告を求めることができる。 

（９）前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制 

 監査等委員会に報告した者は、その報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないものとする。 

（10）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 監査等委員が職務を執行するうえで、当社に対し、必要な費用の前払い等の請

求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。 

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査等委員会は重要な意思決定の過程及び取締役の職務執行状況を把握する

ため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、意見を述べることができ

るものとし、また稟議書他の業務執行上重要な書類を常時閲覧し、報告を求め

ることができる体制とする。 

②監査等委員会と会計監査人等とのディスカッションを必要に応じて実施し、

相互の連携を深め、より実効的な監査を目指すこととする。 

 

以上 


